
基地周辺道路交通規制図
（１）規制期間

令和７年５月２５日（日）午前６時半頃から午後３時頃までの間
（２）規制区間

ア 通行止め：大島南交差点から基地４門までの区間（下図：■印）
イ 一方通行：静浜基地正門付近から基地最東端（大島新田）の区間（下図：■印）
ウ 歩行者専用：基地東側に隣接する県道（下図：■印）

交通規制
（通行止め）
1200～1400

交通規制
（一方通行）
0630～1500

交通規制
（歩行者専用）
0630～1500

静浜基地


